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別紙第１

職員の給与に関する報告

第１ 給与勧告制度の基本的考え方

国家公務員法第28条は、国家公務員の給与について、国会により社会一

般の情勢に適応するように随時変更することができるとしており、本院に

は、その変更に関して勧告することを怠ってはならないとするとともに、

国会及び内閣に対し、毎年、少なくとも１回、俸給表が適当であるかどう

かについて報告を行う責務を課している。

国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑み、憲法で保障

された労働基本権が制約されており、本院の給与勧告は、労働基本権制約

の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な

給与を確保する機能を有するものである。給与勧告においては、従来より、

給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸手当制度の見直しも行ってき

ている。

本院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保することは、職

務に精励している国家公務員の士気の向上、公務における人材の確保や労

使関係の安定にも資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での

基盤となっている。

給与勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均

衡させること（民間準拠）を基本としている。民間準拠を基本とするのは、

国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給すること

が必要とされる中で、公務の給与水準は、その時々の経済・雇用情勢等を
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反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定める

ことが最も合理的であると考えられることによる。

国家公務員給与と民間給与との比較においては、主な給与決定要素を同

じくする者同士の４月分の給与を比較している。また、「職種別民間給与

実態調査」は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を

調査対象として実施している。

比較方法については、給与は、一般的に、職種を始め、役職段階、勤務

地域、学歴、年齢等の要素を踏まえてその水準が定まっていることから、

両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要素を合わせて比較（同種・

同等比較）することとしている。

また、調査対象については、企業規模50人以上の多くの民間企業は公務

と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種・同等

の者同士による給与比較が可能であることに加え、現行の調査対象となる

事業所数であれば、精緻な調査が可能であり、調査の精確性を維持するこ

とができること等から、現行の調査対象としている。

本年の勧告においても、従来と同様の方法を用いて民間給与との比較を

行うことにより、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給

与を確保していくこととする。

第２ 公務と民間の給与の状況と本年の給与改定

１ 本年の給与改定を取り巻く諸情勢

(1) 本年の春季賃金改定

本年に入ってからの企業収益については、新型コロナウイルス感染症
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の影響により業績が大きく落ち込んだ企業がある一方で、輸出の回復等

により業績が堅調な企業もあるなど、個々の産業や企業によって区々の

状況にあり、本年の春季賃金改定期に当たる３月の「月例経済報告」

（内閣府）では、「企業収益は、感染症の影響により、非製造業では弱

さがみられるものの、総じてみれば持ち直している」とされていた。

このような状況を背景に、本年の春季賃金改定では、ベースアップの

実施や高水準の一時金の支給を行うこととした企業がある一方で、ベー

スアップの見送りや一時金の大幅な削減を行うこととした企業も見られ

た。

(2) 民間における最近の賃金・雇用情勢等

国家公務員給与と民間給与との比較時点である本年４月の民間におけ

る賃金・雇用情勢等は次のとおりである。

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省、事業所規模30人以上）によると、

本年４月のパートタイム労働者を除く一般労働者の所定内給与及び所定

外給与は、それぞれ昨年４月に比べ0.4％及び7.1％増加している。

本年４月の消費者物価指数（総務省、全国）は、昨年４月に比べ0.4

％低下している。

本院が「全国家計構造調査」（総務省）及び「全国単身世帯収支実態

調査」（総務省）を基礎に算定した本年４月における全国の１人世帯の

標準生計費は114,720円、「家計調査」（総務省、全国）を基礎に算定し

た同月における全国の２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は

それぞれ192,350円、205,820円及び219,300円となっている。

「労働力調査」（総務省）によると、本年４月の完全失業率（全国）
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は、昨年４月から0.2ポイント上昇して2.8％（季節調整値）となってい

る。

「一般職業紹介状況」（厚生労働省）によると、本年４月の有効求人

倍率は昨年４月から0.21ポイント低下して1.09倍（季節調整値）、本年

４月の新規求人倍率は昨年４月から0.01ポイント上昇して1.82倍（季節

調整値）となっている。

このように、最近の民間における賃金・雇用情勢等を見ると、昨年に

引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が見られる一方、一部に持ち

直しの動きも見られるところであり、本年の民間給与にはこうした動向

が反映されているものと考えられる。

（参考資料 ３ 生計費関係 参照）

（参考資料 ４ 労働経済関係 参照）

(3) 行政執行法人（旧現業）の給与改定

行政執行法人のうち、かつて国の現業であった独立行政法人造幣局及

び独立行政法人国立印刷局の職員の給与改定については、労使交渉に基

づき自主決着が図られた。妥結内容は、いずれも令和３年度の賃金引上

げについては、令和３年４月１日に昇給を実施し、ベースアップは行わ

ないとするものとなっている。

(4) 各界の意見

本院は、例年、全国各地で経済界、学界、労働界等の各界からの参加

による公務員問題懇話会や中小企業経営者等との意見交換を実施してお

り、これらの場において、給与勧告の仕組み等について説明し、意見を
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聴取している。

本年の懇話会等においては、国家公務員の給与について、民間給与と

の比較方法を含めておおむね妥当であるとする意見が多かった。また、

地方において本院の「職種別民間給与実態調査」の対象となるような規

模の企業は少ないとの指摘や、国家公務員の給与改定は地方の中小企業

の給与改定に影響を与えているとの指摘、優秀な人材を確保するために

は相応の給与水準が必要であるとの指摘もあった。

２ 本年の国家公務員給与と民間給与の実態

(1) 国家公務員給与の状況

本院は、「令和３年国家公務員給与等実態調査」を実施し、一般職の

職員の給与に関する法律（給与法）が適用される常勤職員の給与の支給

状況等について全数調査を行った。

民間給与との比較を行っている行政職俸給表(一)適用職員（139,627

人、平均年齢43.0歳）の平均給与月額は407,153円となっており、昨年

４月と比較して若年層の人数が増加したこと等により1,715円減少して

いる。

なお、税務署職員、刑務官等を含めた職員全体（253,000人、同42.7

歳）の平均給与月額は414,729円となっている。

(注) 平均給与月額とは、俸給、地域手当、俸給の特別調整額（管理職手

当）、扶養手当、住居手当等（所定外給与である超過勤務手当等及び

実費弁償的な性格の通勤手当等の手当を除く。）の全ての給与の平均

月額をいう。
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（参考資料 １ 国家公務員給与関係 参照）

(2) 民間給与の状況

ア 職種別民間給与実態調査

本院は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民

間事業所約54,200（母集団事業所）のうちから、層化無作為抽出法に

よって抽出した約11,800の事業所を対象に、「令和３年職種別民間給

与実態調査」を実施した。なお、本年は、昨年同様、新型コロナウイ

ルス感染症に対処する医療現場の厳しい環境に鑑み、病院は調査対象

から除外した。

この調査では、公務の行政職俸給表(一)と類似すると認められる事

務・技術関係22職種の約43万人及び研究員、教員等32職種の約２万人

について、本年４月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月

額及び当該従業員の役職段階、学歴、年齢等を実地に詳細に調査する

とともに、各民間企業における給与改定の状況等を調査している。ま

た、民間事業所における昨年冬と本年夏の特別給の状況等を把握する

ため、昨年８月から本年７月までの直近１年間の支給実績についても

調査している。

本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得て、82.7％と非常に高

いものとなっており、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映

したものといえる。

イ 調査の実施結果

本年の「職種別民間給与実態調査」により把握した民間給与の状況
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は、次のとおりである。

(ｱ) 初任給の状況

企業全体として見た場合に新規学卒者の採用を行った事業所の割

合は、大学卒で48.1％（昨年51.5％）、高校卒で29.2％（同32.8

％）となっている。そのうち、初任給について、増額した事業所の

割合は、大学卒で25.3％（同32.9％）、高校卒で29.3％（同37.5

％）、据え置いた事業所の割合は、大学卒で74.2％（同66.4％）、高

校卒で70.0％（同62.0％）となっている。

(ｲ) 給与改定の状況

別表第１に示すとおり、一般の従業員（係員）について、ベース

アップを実施した事業所の割合は23.5％（昨年26.3％）、ベースダ

ウンを実施した事業所の割合は0.6％（同0.8％）となっている。

また、別表第２に示すとおり、一般の従業員（係員）について、

定期に行われる昇給を実施した事業所の割合は82.1％（昨年82.5

％）となっている。昇給額については、昨年に比べて増額となって

いる事業所の割合は22.5％（同23.1％）、減額となっている事業所

の割合は8.4％（同12.7％）となっている。

このように、初任給の引上げやベースアップを実施した事業所の割

合は昨年に比べて若干減少しているものの、一般の従業員（係員）に

ついて、80％を超える事業所が定期昇給を実施していることに加え、

20％を超える事業所が初任給の引上げやベースアップを実施しており、

業績や人材確保上の必要性等を踏まえて相応の賃金水準を確保しよう
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とする動きも見られる。

（参考資料 ２ 民間給与関係 参照）

３ 本年の国家公務員給与と民間給与との比較

(1) 月例給

本院は、「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調

査」の結果に基づき、公務においては一般の行政事務を行っている常勤

の行政職俸給表(一)適用職員、民間においては公務の行政職俸給表(一)

と類似すると認められる職種（事務・技術関係職種）の常勤の従業員に

ついて、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同

じくする者同士の４月分の給与額（公務にあっては平均給与月額、民間

にあっては所定内給与の月額から通勤手当の月額を減じた額）を対比さ

せ、国家公務員の人員数のウエイトを用いて精密に比較（ラスパイレス

方式）を行ってきている。

本年４月分の給与について、民間給与との較差を算出したところ、別

表第３に示すとおり、国家公務員給与が民間給与を１人当たり平均19円

（0.00％）上回っていた。

(2) 特別給

本院は、民間における特別給の支給割合（月数）を算出し、これを国

家公務員の期末手当及び勤勉手当の年間の平均支給月数と比較した上で、

0.05月単位で改定を行ってきている。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月ま

での１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、別表第４に示
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すとおり、年間で所定内給与月額の4.32月分に相当しており、国家公務

員の期末手当及び勤勉手当の年間の平均支給月数（4.45月）が民間事業

所の特別給の支給割合を0.13月分上回っていた。

４ 本年の給与の改定等

(1) 月例給

前記３(1)のとおり、本年４月時点で、国家公務員の月例給は、民間

給与を19円（0.00％）上回っている。

民間給与との較差が小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定を行うこ

とが困難な場合には、従来から月例給の改定を見送っており、本年につ

いても、同様の事情が認められることから、月例給の改定は行わないこ

ととする。

(2) 特別給

前記３(2)のとおり、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年間の平

均支給月数が民間事業所の特別給の支給割合を0.13月分上回っていた。

このため、特別給については、昨年８月から本年７月までの１年間に

おける民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月

分引き下げ、4.30月分とする必要がある。支給月数の引下げ分は、民間

の特別給の支給状況等を踏まえ、期末手当から差し引くこととし、本年

度については、12月期の期末手当から差し引き、令和４年度以降におい

ては、６月期及び12月期における期末手当が均等になるよう支給月数を

定めることとする。

また、指定職俸給表適用職員、再任用職員、任期付研究員及び特定任
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期付職員の期末手当についても、同様に支給月数を引き下げることとす

る。

(3) その他

ア 非常勤職員の給与

非常勤職員の給与については、本院が発出した非常勤職員の給与に

関する指針に基づき、各府省において運用が行われており、本年７月

には、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、指針を改正し、

任期が相当長期にわたり、かつ、常勤職員と職務、勤務形態等が類似

する非常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に相当する給与につい

ては、常勤職員の支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考

慮の上支給するよう努めることとした。

本院としては、早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、

各府省を指導していく。

イ 育児休業制度の改正に併せた期末手当・勤勉手当の取扱い

本院は、育児休業の取得回数制限を緩和することが適当と認め、本

日、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申

出を行う。これに併せて、期末手当及び勤勉手当における在職期間等

の算定に当たっては、子の出生後８週間以内における育児休業の期間

と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととする。

ウ テレワーク（在宅勤務）に関する給与面での対応

民間企業においては、テレワークを行うに当たって、必要な機器の
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貸与や通信費等の負担を行う動きが見られる。こうした中で、本院は、

本年の「職種別民間給与実態調査」において、民間企業における在宅

勤務手当の支給状況等について調査を行った。その結果を見ると、テ

レワークを行う者に対して在宅勤務手当を支給している事業所は23.1

％と、一部にとどまっている状況にある。

他方で、テレワークを行う者に対して在宅勤務手当を支給していな

い事業所の19.9％が、今後、在宅勤務手当の支給を検討することとし

ており、また、公務においても、業務上の通話料について公費で負担

するなどのテレワークに係る環境整備を進める動きもある。本院とし

ては、今後、関係府省とも連携し、公務におけるテレワークの実態や

経費負担の状況について把握しつつ、既に在宅勤務手当を導入した企

業に対するヒアリングを行うことなどを通じ、テレワークに関する給

与面での対応について、引き続き研究を進めていく。

５ 今後の給与制度見直しに向けた検討

平成30年８月に本院が行った定年を段階的に65歳に引き上げるための国

家公務員法等の改正についての意見の申出を受け、本年４月に国会に提出

された「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は、同年６月に成立し

た。この改正法においては、当分の間の措置として60歳を超える職員の給

与水準を60歳前の７割に設定する一方、附則に検討条項が設けられ、政府

は、給与水準が60歳前後で連続的なものとなるよう、給与制度について、

人事院において行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定め

る俸給月額等についての検討の状況を踏まえ、定年の段階的引上げが完成

するまでに所要の措置を順次講ずることとされている。
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本院としては、能力・実績を的確に反映させつつ、60歳前後の給与水準

が連続的なものとなるよう、民間企業における定年制や高齢層従業員の給

与の状況、公務における人員構成の変化及び各府省における人事管理の状

況等を踏まえ、各府省や職員団体等の関係者の意見も聴きながら、順次こ

れらの事項に関する取組を進めていく。

この一環として、まず、能力・実績を的確に給与に反映させるため、別

紙第３で述べているとおり、政府における人事評価制度の改正を踏まえて、

速やかに、見直し後の制度に基づく人事評価結果の昇格、昇給等への活用

の基準を整備する。

また、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況について、

今後とも継続的に把握していく。なお、本年の「職種別民間給与実態調

査」の結果によれば、定年が60歳を超える事業所及び定年制がない事業所

は合わせて17.2％となっており、現時点においては平成30年の意見の申出

時から大きな変化は見られない。

第３ 給与勧告実施の要請

人事院の給与勧告制度は、国家公務員は憲法で保障された労働基本権が

制約されているため、代償措置として、情勢適応の原則に基づき国家公務

員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに必要な給与制度の見直

しを行うことにより、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするもので

ある。

行政需要が増大し、複雑化する中で、効率的な業務遂行と行政サービス

の一層の向上を図るため、個々の職員が高い士気を持って困難な諸課題に

立ち向かうことが強く求められている。新型コロナウイルス感染症への対
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応が続く中において、全国各地の公務員は、行政サービスを安定的に提供

し、国民の安全・安心を確保するため、日々職務に精励している。

民間準拠により給与を決定する仕組みを通じて、国家公務員に適正な給

与を支給することは、職員の努力や実績に報いるとともに、人材の確保に

も資するものであり、組織活力の向上、労使関係の安定等を通じて、行政

の効率的、安定的な運営に寄与するものである。

国会及び内閣におかれては、このような人事院勧告制度の意義や役割に

深い理解を示され、別紙第２の勧告どおり実施されるよう要請する。
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別表第１ 民間における給与改定の状況
（令和３年職種別民間給与実態調査）

（単位：％）

項目 ベースアップ ベースアップ ベース改定
役職 ベースダウン
段階 実施 中止 の慣行なし

係 員 23.5 13.6 0.6 62.3

課 長 級 19.2 12.4 0.6 67.8

(注) ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。

別表第２ 民間における定期昇給の実施状況
（令和３年職種別民間給与実態調査）

（単位：％）

項目 定期昇給 定期昇給
定期昇給実施 定期昇

役職 制度あり 制度なし
段階 増額 減額 変化なし 給中止

係 員 85.2 82.1 22.5 8.4 51.3 3.0 14.8

課長級 76.6 73.6 18.8 7.4 47.5 3.0 23.4

(注) 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することができない事業所を

除いて集計した。

別表第３ 国家公務員給与と民間給与との較差

較 差
①－②（円）

民 間 給 与 国 家 公 務 員 給 与
①－②

× 100 (％)
① ② ②

△ １９円
４０７，１３４円 ４０７，１５３円

（０．００％）

(注) 民間、国家公務員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。
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別表第４ 民間における特別給の支給状況

区 分
事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

項 目

円 円

下半期（Ａ１） ３９８，９３６ ２８２，２０２
平均所定内給与月額

上半期（Ａ２） ４０１，２９５ ２８３，３３９

円 円

下半期（Ｂ１） ８４９，５０９ ４９９，３７２
特 別 給 の 支 給 額

上半期（Ｂ２） ８８０，３４２ ５１２，７７０

月分 月分
Ｂ１

下半期 ２．１３ １．７７
Ａ１

特別給の支給割合

Ｂ２
上半期 ２．１９ １．８１

Ａ２

年 間 の 平 均 ４．３２月分

(注) １ 下半期とは令和２年８月から令和３年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。

２ 年間の平均は、特別給の支給割合を国家公務員の人員構成に合わせて求めたものである。

備 考 国家公務員の場合、現行の年間支給月数は、平均で4.45月である。
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別紙第２

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律

第95号）、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法

律（平成９年法律第65号）及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する法律（平成12年法律第125号）を改正することを勧告する。

１ 一般職の職員の給与に関する法律の改正

期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。

(1) 令和３年12月期

ア イ及びウ以外の職員

期末手当の支給割合を1.125月分（再任用職員にあっては、0.625月

分）とすること。

イ 特定管理職員

期末手当の支給割合を0.925月分（再任用職員にあっては、0.525月

分）とすること。

ウ 指定職俸給表の適用を受ける職員

期末手当の支給割合を0.575月分（再任用職員にあっては、0.3月分）

とすること。

(2) 令和４年６月期以降

ア イ及びウ以外の職員
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６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.2月分

（再任用職員にあっては、それぞれ0.675月分）とすること。

イ 特定管理職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.0月分

（再任用職員にあっては、それぞれ0.575月分）とすること。

ウ 指定職俸給表の適用を受ける職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.625月分

（再任用職員にあっては、それぞれ0.325月分）とすること。

２ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改

正

期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。

(1) 令和３年12月期

期末手当の支給割合を1.575月分とすること。

(2) 令和４年６月期以降

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分と

すること。

３ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正

特定任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。

(1) 令和３年12月期

期末手当の支給割合を1.575月分とすること。

(2) 令和４年６月期以降

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分と
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すること。

４ 改定の実施時期

この改定は、この勧告を実施するための法律の公布の日から実施すること。

ただし、１の(2)、２の(2)及び３の(2)については、令和４年４月１日から

実施すること。
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別紙第３

公務員人事管理に関する報告

現在、我が国が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を始め、少子高

齢化への対応や社会全体のデジタル化の推進等の複雑かつ高度な行政課題に直

面する中で、行政を担う国家公務員には、現下の課題や中長期的な課題に的確

に対応し、国民からの期待に応えて適切な行政運営を行っていくことが強く求

められており、その果たすべき役割は一層大きくなっている。

組織を支える要となるのは人である。しかしながら、近年、就業意識の多様

化や勤務環境への関心の高まりなどを背景に、民間企業や地方公共団体等との

人材獲得の厳しい競合の下、国家公務員採用試験の申込者数が減少してきてお

り、若年層職員の離職も増加しているほか、デジタル人材のような専門的な知

識や経験を十分に備えた職員が不足するなど、人材の確保は喫緊の課題となっ

ている。

行政が求められる役割を十全に果たし、国民に対して質の高いサービスを効

率的かつ安定的に提供していくためには、柔軟で開かれた公務員制度の下で、

公務の公正性を確保しつつ、新規学卒者を採用して計画的に育成することに加

えて、民間企業等での実務経験や国際的な知見を有する者など、官民の垣根を

越えて多様な有為の人材を公務に誘致することにより、時代環境に適応できる

能力を有する人材を確実に確保することが不可欠である。

また、公務職場においては、令和２年度年次報告書の職員意識調査で示した

ように、係長級を中心に「業務量に応じた人員配置」や「業務の効率化」とい

った組織マネジメントに関する項目について否定的な傾向が見られたところで



-22-

ある。公務職場全体の魅力を高め、個々の職員がその能力や経験を十全に発揮

し、意欲を持って全力で働くことのできる環境を実現するためには、幹部職員

や管理職員が組織マネジメントに真摯に取り組むことが極めて重要となってい

る。

加えて、職員の能力を十分に引き出し、組織として最大限のパフォーマンス

を発揮するためには、長時間労働を是正するとともに、仕事と家庭生活の両立

を図ることが重要であり、勤務時間制度の柔軟な運用を通じたテレワークの活

用等も含め、個々の職員の希望や置かれている事情に応じた働き方が可能とな

る働きやすい勤務環境を整備することが求められる。

本院は、以上のような国家公務員が置かれている現状や課題を認識した上で、

採用から退職に至るまでの公務員人事管理全般に関する取組を進め、多様な有

為の人材が、それぞれの能力を十全に発揮し、誇りを持って職務に精励できる

公務職場の実現に向けて全力を挙げてその責務を適切に果たしていく。

人事管理に関する取組を始め、様々な行政課題に対応していくためには、公

務に対する国民の揺るぎない信頼が不可欠である。しかしながら、今般、職員

に範を示すべき立場にある幹部職員等による国家公務員倫理法等違反事案が相

次いで起き、公務に対する国民の信頼が損なわれることとなったことは誠に遺

憾である。国民からの信頼を回復し、更に高めていくためには、職員一人一人

が高い倫理感・使命感を持ち、国民全体の奉仕者としての強い自覚の下で真摯

に職務に精励し、自らの責任を果たしていくことが重要である。本院は、研修

や講演会等の回数の増加や内容の充実を図り、あらゆる機会を捉えて職員の倫

理感・使命感の醸成や自らの職務に対する責任の自覚について働きかけるなど、

一層の対応に努めていく。
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こうした課題を踏まえた本院の具体的な取組の方向性は以下のとおりである。

１ 人材の確保及び育成

(1) 志望者拡大に向けた取組

近年、国家公務員採用試験の申込者数は減少してきている。総合職試験

（政策の企画立案等を職務とする官職に採用するための試験。毎年春と秋

に実施）について見ると、本年春に実施した試験の申込者数が昨年と比べ

14.5％減少するなど、公務において高い能力と意欲を持った人材を確保し

ていく上で非常に厳しい状況にある。この状況を打開し、申込者数を増加

させていくために、以下の取組を行う。

第一に、公務志望者の裾野拡大に向けた取組を強化する。具体的には、

国家公務員を志望しなかった学生も対象とした調査を本年中に実施する。

この調査の分析結果を活用し、公務が就職先として選択されなかった理由

や公務に対するイメージ等を把握した上で、今後の人材確保活動の改善に

つなげる。

第二に、官民を問わず人材獲得競争が特に激しい理学や工学等の技術系

の人材の確保に向けた活動を強化する。具体的には、技術系の人材を対象

に各府省の職場や業務を体験できるイベントを新たに展開する。こうした

機会を通じ、技術系の人材に公務での具体的な活躍イメージを持ってもら

うことにより、公務への志望意欲を喚起する。

第三に、公務志望者が時間と場所の制約を受けずに参加できるオンライ

ンによるイベントの開催頻度を増やすとともに、SNS（ソーシャルネット

ワーキングサービス）等を活用した情報発信を強化する。



-24-

(2) 「デジタル」区分の新設等

社会全体の迅速なデジタル化が強く要請されており、政府機関のデジタ

ル化を進めるとともに、その担い手となるデジタル人材の確保が課題とな

っている中で、昨年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた

改革の基本方針」において、令和４年度以降の実施に向けて総合職試験に

新たな区分を設けることや、出題などに関する検討の要請が本院に対して

行われた。

本院では、この要請を受けて、情報系の専門的な素養を持つ有為の人材

の確保を推進する観点から検討を行い、令和４年度の国家公務員採用試験

から、総合職試験に「デジタル」区分を新設し、また、一般職試験の「電

気・電子・情報」区分を「デジタル・電気・電子」区分とした上で、試験

内容を見直すこととした。今後、試験の実施に向けた準備を進めるととも

に、政府と連携して「デジタル」区分等が受験者層に広く認知されるよう

積極的に周知していく。

(3) 民間との人材の交流

社会全体のグローバル化やデジタル化が急速に進む中、国家公務員には、

こうした社会環境の変化に的確に適応する能力が求められている。

このような能力を有する人材を確保していくためには、公務部内におけ

る人材育成だけでなく、公務と民間との間の人材の流動性を高め、民間の

知見を積極的に公務に取り入れていくことが重要である。これにより、公

務においては新しい考え方を取り込むことができ、公務と民間双方を経験

する者にとっては自らのキャリアアップにつなげることができる。
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現在、民間人材を公務に採用するための仕組みとしては、選考による中

途採用や経験者採用試験がある。また、民間人材を任期を定めて採用し、

公務で活躍してもらう仕組みとして、一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する法律に基づく採用や、国と民間企業との間の人事交流に関

する法律に基づく交流採用等がある。

本年９月に新設されるデジタル庁において民間から多くの人材を採用し

ていく動きなどがある中で、本院としては、各府省において必要な様々な

専門分野の民間人材を確保することができるよう支援するための取組を積

極的に進めていく。具体的には、中途採用のための仕組みの周知活動を強

化する。特に、経験者採用試験については、多様な経験を有し職務遂行能

力の高い人材を公務外から確保できる有用な方策であることから、各府省

のニーズを的確に把握しつつ、各種媒体を活用した周知活動を展開する。

また、任期付職員の採用において公正性を確保するために行っている本院

の承認について、各府省の事務負担を軽減する観点から、本院による個別

の審査手続を不要とする場合の公正性確保等の要件を明示することにより、

本年度中に各府省限りで採用できる範囲を拡大することとする。

(4) 女性の採用及び登用の促進

昨年12月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」においては、

令和７年度末までの期間を対象として女性の採用及び登用に係る数値目標

が設定されている。採用の状況については、本年４月時点における国家公

務員採用試験からの採用者に占める女性の割合が37.0％と目標の35％以上

を達成しているなど取組が進んでいるのに対し、登用の状況については、

昨年７月時点における各役職段階に占める女性の割合が、指定職相当で
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4.4％（目標８％）、本省課室長相当職で5.9％（同10％）などとなってい

ることから、いずれの役職段階においても目標の達成には一層の取組が必

要である。同計画においては、女性職員の登用拡大に向けた具体的な取組

として、「研修や多様な職務機会の付与による積極的・計画的な育成や相

談体制の整備、出産・育児期等を迎える前又は出産・育児期等を超えてか

ら将来のキャリアアップに必要とされる重要な職務経験を積ませ、登用に

つなげるなどの柔軟な人事管理を進める」とされている。

本院としても、政府の取組と連携しつつ、女性の国家公務員志望者の拡

大に向けた広報活動の充実、女性職員の能力を伸長させ活躍を支援するた

めの研修の充実、後述の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援制度の拡充、

良好な勤務環境の整備などを通じて、各府省における目標達成に向けた取

組を支援していく。

(5) 研修を通じた人材育成

行政課題が複雑・高度化する中で、行政を効率的に運営していくために

は、各府省の職場における執務を通じた人材育成と、執務を離れた研修を

両輪として、様々な行政課題に適時・的確に対応できる職員を育成してい

くことが肝要である。

本院においては、行政研修における「マネジメント研究」（職場におけ

るマネジメントに関する課題について討議し、認識を深めるもの）等のマ

ネジメント能力のかん養を図るための研修について、それぞれの役職段階

に求められる能力に応じカリキュラムや教材を見直すなどにより、充実を

図っていく。特に、幹部職員を対象とする研修については、抜本的な改定

を行う。あわせて、キャリア形成を支援する研修、倫理感・使命感のかん
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養のための研修等を実施することにより有為な人材の育成を推進していく。

これらの研修の実施に当たっては、オンライン方式の活用にも積極的に取

り組むとともに、各府省のニーズを踏まえつつ、民間における研修の手法

も活用しながら改善に向けた取組を進めていく。

２ 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援

本院は、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるた

めの方策の一つとして、育児休業の取得回数制限を緩和することが適当と認

め、本日、国会及び内閣に対して国家公務員の育児休業等に関する法律の改

正についての意見の申出を行う。あわせて、妊娠、出産、育児等と仕事の両

立支援のため、人事院規則の改正等により、以下に掲げる休暇・休業等に関

する措置を一体的に講じる。

(1) 男性職員の育児休業取得の促進等

前述の意見の申出を行う措置に併せて、子の出生後８週間以内に育児休

業をしようとする場合の請求期限を２週間前まで（現行１月前まで）に短

縮するとともに、育児参加のための休暇の対象期間を子が１歳に達する日

まで（現行産後８週間を経過する日まで）に拡大するほか、育児休業を取

得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を各省各庁の長等に義務付ける。

(2) 不妊治療のための休暇の新設等

昨年５月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において、不妊治療

と仕事の両立のための職場環境整備を推進することが掲げられ、民間企業

においては取組を促進するための各種施策が講じられている。また、不妊
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治療への保険適用拡大に向けた検討も進められている。こうした状況を踏

まえれば、不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請であり、

公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いと考えられ

ることから、職員の不妊治療のための休暇（有給）を新たに設ける。休暇

の期間は原則として１年につき５日、体外受精や顕微授精等の頻繁な通院

が必要とされる治療を受ける場合は、更に５日を加えた範囲内とし、休暇

の単位は、１日又は１時間とする。

あわせて、管理職員を含む幅広い層の職員を対象として不妊治療に係る

周知、啓発及び研修を行うことなどにより、不妊治療を受けやすい職場環

境の整備を図っていく。

(3) 非常勤職員の休暇の新設及び育児休業の改善

妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤と

いった勤務形態で変わるものではないことから、非常勤職員についても休

暇・休業等に関する措置を一体的に講じる。

具体的には、(2)で述べた不妊治療のための休暇（有給）を継続的な勤

務が見込まれる非常勤職員も対象として新たに設けるとともに、継続的な

勤務が見込まれる男性の非常勤職員について配偶者出産休暇（有給）及び

育児参加のための休暇（有給）を新たに設けるほか、非常勤職員の産前及

び産後の期間に係る休暇を有給とする。

また、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件を緩和し、継続的

な勤務が見込まれる非常勤職員については、採用当初からこれらの休業や

休暇等を取得できるようにする。

さらに、子が１歳以降の一定の場合に取得することができる非常勤職員
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の育児休業について、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟

な取得を可能とする。

３ 良好な勤務環境の整備

(1) 長時間労働の是正

ア 超過勤務の上限規制の運用状況

国家公務員の超過勤務については、平成31年４月から、人事院規則に

より、超過勤務を命ずることができる上限を設定している。ただし、大

規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要

する業務（以下「特例業務」という。）に従事する職員に対しては、上

限を超えて超過勤務を命ずることができるが、その場合は、各省各庁の

長は、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければな

らないこととしている。

令和元年度については、他律的業務の比重が高い部署（以下「他律部

署」という。）では8.7％、他律部署以外の部署においては6.6％の職員

が上限を超えて超過勤務を命ぜられていた。このうち、本府省の他律部

署について見ると、15.7％の職員が上限を超えて超過勤務を命ぜられて

おり、上限の基準別では、１箇月について100時間未満の上限を超えた

職員が7.8％、２箇月から６箇月の平均で80時間以下の上限を超えた職

員が10.4％となっていた。主な特例業務としては、大規模災害への対処、

重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉のほ

か、新型コロナウイルス感染症対策業務、国会対応業務、予算・会計・

人事関連業務等があった。
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イ 各府省の取組状況

アで述べた各府省からの報告を受け、本院の勤務時間制度の担当課長

が、33府省庁等の人事担当課長等から各府省における超過勤務の上限に

係る制度の運用状況を聴取した。多くの府省においては、職員の超過勤

務時間を課室長等が日々把握し、定期的に幹部職員まで超過勤務の状況

を報告する等のマネジメントが行われていることが確認できた。また、

業務分担や人員配置の見直し、国会会期中における当番制による対応、

勤務時間の適切な把握や見える化、大臣や事務次官直属の業務改革チー

ム等による業務の合理化、国会対応における答弁作成プロセスの見直し

による作業の効率化等の取組も見られた。

各府省においてはこのような取組が進められているものの、内閣の示

す方針の下、緊急性が高く、直ちに企画、立案及び実施をしなければな

らない施策が生じた場合等には、平時の限られた人員に上限を超えて超

過勤務を命じざるを得ない状況があった。また、予算・会計・人事関連

業務を限られた期間で処理するため、超過勤務によって対応せざるを得

ない場合や、高い専門性、継続性、秘密の保持等が求められる業務につ

いて、業務分担等を行えず、特定の職員に超過勤務を命じざるを得ない

場合もあった。

ウ 各府省に対する指導等

本院は、イで述べた各府省人事担当課長等からの制度の運用状況の聴

取に併せて、各府省に対し、特例業務の範囲及び他律部署の指定状況に

ついて確認するとともに、長時間の超過勤務を行った職員に対する医師

の面接指導等を徹底すること、各府省において正規の勤務時間外に職員
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に勤務をさせる必要がある場合は、適切に超過勤務を命じ、超過勤務手

当を支給すること等について指導を行った。

本院としては、各府省における超過勤務の上限に関する制度の運用状

況を引き続き把握した上で、特例業務の範囲や他律部署の指定の考え方

について統一が図られるよう、各府省に対する指導・助言を行っていく。

また、本府省の他律部署を中心に、１箇月に100時間以上等の長時間の

超過勤務を行う職員が存在することを踏まえ、このような長時間の超過

勤務を行う職員について、医師による面接指導等を徹底することや、人

員配置・業務分担の見直し等を通じて超過勤務を必要最小限のものとす

ることについて、各府省人事担当課長等のマネジメントに責任を有する

者に対する指導を引き続き行うとともに、各府省の組織全体としての取

組も促していく。さらに、超過勤務手当の適正な支給について、本院が

毎年実施している勤務時間・休暇制度等運用状況調査、給与簿監査等の

あらゆる機会を通じて各府省に対する指導を行っていく。

なお、超過勤務の縮減に当たっては、職員の勤務時間を適正に把握し、

管理することが重要である。各府省においては、「令和３年度における

人事管理運営方針」により、業務端末の使用時間の記録等を利用した勤

務時間の状況の客観的把握を、原則として本年８月までに開始すること

とされており、本院としても、その状況を踏まえつつ、客観的な記録を

基礎とした超過勤務時間の管理を制度上の原則として示すこととする。

エ 業務量に応じた要員の確保

イで述べたとおり、各府省においては、緊急の事態への対応や内閣の

重要政策の推進に係る業務に対応するため、限られた人員で超過勤務に
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より対応せざるを得ない状況にある。また、これらの業務については一

定の増員がなされることもある一方で、定員削減の影響もあって、業務

量に比して要員が十分でなく、恒常的に長時間の超過勤務を命じざるを

得ない部局等もある。職員の健康を確保し、良好な勤務環境を整備する

ことは府省共通の課題であることから、各府省において業務の合理化等

を行った上で業務量に応じた要員が確保される必要があることを改めて

指摘したい。

オ 国会対応業務の改善

国会対応業務は、特に本府省の他律部署において上限を超えて超過勤

務を命ぜられた要因の一つとして挙げられており、職員にとって大きな

負担となっている。現在、質問通告の早期化やオンラインによる対応等

が進められているところであるが、この問題は喫緊の課題であり、法律

において職員の適正な勤務条件を確保する責務が課せられている本院と

して、改めて、国会対応業務の改善を通じた国家公務員の超過勤務の縮

減について、国会等の一層の御理解と御協力をお願いしたい。

(2) テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の研究

新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、官民を問わずテレワ

ークによる働き方が広がってきており、各府省情報化統括責任者（CIO）

連絡会議において、本年３月、「国家公務員テレワーク・ロードマップ」

が改定され、必要な規模のテレワークを実施可能な制度・環境を整備し、

令和７年度までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応

し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整
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備することを目指すとされている。テレワークの推進は、業務プロセスの

変革やデジタルトランスフォーメーションの推進を通じた行動変容、非常

時における業務継続の観点から重要である。また、テレワークを活用した

柔軟な働き方は育児、介護等のために時間制約がある職員等の能力発揮や

ワーク・ライフ・バランスにも資するものである。

本院としても、各府省の取組状況や民間の動向等を踏まえつつ、現行の

フレックスタイム制の柔軟化など、テレワーク等の柔軟な働き方に対応し

た勤務時間制度等の在り方について検討を行うため、有識者による研究会

を設けることとする。なお、研究会においては、テレワークを行う職員の

作業環境の整備や健康状態の把握等の諸課題に対応するための方策につい

ても併せて検討する。加えて、本年７月に変更が閣議決定された「過労死

等の防止のための対策に関する大綱」において、民間における勤務間イン

ターバル制度の導入企業割合等について数値目標が設けられていることも

踏まえ、公務における勤務間インターバルの確保の方策等についても検討

を行っていく。

(3) ハラスメント防止対策

ハラスメント防止対策については、昨年４月、パワー・ハラスメントの

防止等の措置を講じるための人事院規則を制定し、同年６月１日から施行

した。同規則では、パワー・ハラスメントの防止等のための各省各庁の長

の責務、パワー・ハラスメントの禁止、苦情相談への対応等を規定した。

また、同規則の制定に併せ、セクシュアル・ハラスメントに係る人事院規

則及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る人事院規則

を改正し、これらのハラスメントもこれまでの注意義務規定から禁止規定
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に改めた。

本院は、これらの人事院規則等の施行に向けて、各府省が円滑かつ効果

的にハラスメント防止対策を実施できるよう、ハラスメント相談員用マニ

ュアルや研修教材、研修用動画の提供等、各府省に対する支援を行った。

各府省においては、必要な体制整備等を行い、ハラスメント防止対策に

取り組んでいるところであるが、パワー・ハラスメントを理由とする処分

事案等が依然として発生している状況にある。このため、本年度、各府省

のハラスメント防止対策の実施状況を把握し、必要な指導を行うとともに、

ハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催、パワー・ハラスメント

の研修用動画等の改訂・提供等を行うこととする。これらの取組により、

各府省においてハラスメント防止対策が円滑かつ効果的に実施されるよう、

支援していく。

(4) 心の健康づくりの推進等

令和元年度中に心の健康の問題により１箇月以上の期間勤務しなかった

長期病休者の率は1.51％と、平成30年度に比べて0.12ポイント上昇してい

る。特に若年層の長期病休者の率は、平成27年度以降上昇傾向が続いてい

る。本院としては、長期病休者の数が増加しないよう、各府省に対し、長

時間勤務を行った職員に対する医師の面接指導等の徹底について引き続き

指導するとともに、心の健康に関して本院が設けている相談窓口について、

相談を希望する職員がより相談しやすい体制となるよう、オンライン相談

を令和４年度を目途に導入し、利用の拡大を図っていく。

また、ストレスチェック制度について、制度導入から５年が経過したこ

とも踏まえ、有識者の意見を聴取して制度の改善について検討を進めてい
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るところであり、今後、各府省においてストレスチェック制度がより効果

的に活用され、職場環境の課題の把握や改善が円滑に行われるよう、スト

レスチェックの結果を用いたハラスメント等の予防のための方策を示す等

の支援を行っていく。

本院では、過労死等防止対策として、脳・心臓疾患及び精神疾患等に係

る公務災害認定事案等の分析に基づき、過重な業務に従事している職員に

対する勤務時間管理の徹底や体制面での配慮、日頃からの心身の健康管理

や適切なケア等について、各府省に対する指導・助言を行ってきている。

我が国の過労死等防止対策については、前述の「過労死等の防止のための

対策に関する大綱」において、民間における週労働時間が60時間以上の雇

用者の割合や勤務間インターバル制度の導入企業割合、ストレスチェック

での集団分析の結果を活用した事業所の割合等の数値目標が改定されると

ともに、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進するこ

ととされた。これを踏まえ、本院としては、前述の長時間労働の是正、勤

務間インターバルの確保の方策の検討、ストレスチェック制度の活用促進

等の良好な勤務環境の整備に関する諸施策に取り組んでいく。また、民間

における検討も踏まえた「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認

定指針」の見直しを行うなど、引き続き、公務における過労死等防止に向

けて、各府省の取組を一層促していく。

４ 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進

(1) 定年の引上げ

平成30年８月に本院が行った定年を段階的に65歳に引き上げるための国

家公務員法等の改正についての意見の申出を受け、本年４月に国会に提出



-36-

された「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は、本年６月に成立し、

令和５年４月から施行されることとなった。

本院としては、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けて、定

年の引上げが円滑に行われるよう、各府省や職員団体等の関係者の意見を

聴きながら、人事院規則で定める事項等について検討・調整を行うなど、

必要な準備を進めていく。

(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進

定年が今後段階的に引き上げられ、職員構成の高齢化や職員の在職期間

の長期化が一層進行する中において、職員の士気を高め、組織活力を維持

していくためには、人事評価により職員の能力・実績を的確に把握した上

で、その結果を任用、給与等に適切に反映するとともに、人材育成の観点

からも活用していくことが重要である。

本年４月に公表された「人事評価の改善に向けた有識者検討会」（内閣

人事局）の報告書では、職員の能力・実績をきめ細かく的確に把握するた

めの評語区分の細分化などの改善の方向性が示されている。これを受けて

現在、政府において、人事評価制度の改正に向けて検討が行われていると

ころである。

本院としては、見直し後の人事評価制度に基づく評価結果を任用、給与

等により適切に反映するため、昇任及び昇格の基準、昇給の基準等につい

て、人事評価に係る制度改正後、速やかに人事院規則等の改正を行えるよ

う、各府省や職員団体等の関係者の意見も聴きながら検討を進める。

また、同報告書においては、職員のやりがい向上にもつながる人材育成

機能の強化のため、面談の充実・役割強化等が具体的な改善方策の一つと
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して示されている。このため、管理職員には、部下職員の業務遂行状況を

的確に把握し、期末面談においてフィードバックすることにより評価に対

する納得感を深めることや、業務の振り返りを通じて今後のキャリアに資

するような指導・助言を行うなどのコミュニケーションを適切に図ること、

人事当局には、管理職員に対して、オンラインも活用した面談の確実な実

施の徹底を図り、職員の中長期的なキャリアの希望を踏まえた育成方針等

を共有するなど、人事評価に関するサポートを行うことが求められる。

本院としては、評価者向けの研修の充実等を図り、管理職員の評価者と

して求められる役割についての認識を深めることにより、各府省において

人事評価を活用した人材育成が適切に行われるよう一層支援していくとと

もに、人事評価に対する職員の納得感が得られるよう、各府省と連携・協

力し、人事評価及びその活用に関する職員の苦情の適切な解決を図ってい

く。
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